
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和３年１０月６日 １０時２０分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市八代港 

 八代港防波堤灯台から真方位１７１°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３０.４′ 東経１３０°３２.１′） 

インシデントの概要  砂利運搬船第二明彦
めいげん

丸は、東進中、浅礁域に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和３年１０月７日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第二明彦丸、４９７トン 

１４１７７１、奄美産業開発有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、定期修理の目的で、船首約１.

７０ｍ、船尾約３.６０ｍの喫水で、八代港内の造船所（以下、「本件

造船所」という。）に向け、船長が目視により操船を行いながら、八

代港の航路を北進し、同航路東側の小築
こ つ く

島を右舷方に見ながら通過し

たところ、東北東方にクレーン群を認め、本件造船所のクレーンだと

思い、右転して約４ノット（kn）の速力で東北東進中、浅礁域に座洲

した。 

 本件造船所に入渠するには、南北に通る八代港の航路を北進し、八

代港防波堤の北側の八代港内港航路に向け、右転する必要があった

が、船長はそのことを知らなかった。 

船長は、０.２５Ｍレンジに設定したレーダー及び０.５Ｍレンジに

設定したＧＰＳプロッターを表示して航行していたが、同プロッター

の地図情報は南西諸島のもので、八代港の地図情報は表示されず、船

位の水深のみが表示されていた。 

本船には、八代港内の小築島までの記載がある小縮尺の海図を備え

付けていたが、八代港の詳細が分かる海図を備え付けていなかった。 

船長は、本インシデントの５、６年前に、回航の目的で、本件造船

所から奄美大島に向けて操船した経験があったが、八代港内の水路状

況を覚えておらず、本インシデント当時、小築島を右舷方に見ながら

通過した後、東北東方に見えた別会社のクレーン群を、漠然と覚えて

いた本件造船所のクレーン群だと思い、右転して東北東進していた。 



 

船長は、本インシデント発生前、ＧＰＳプロッターで現在位置の水

深を確認したところ、約６ｍと表示されていたので、航行に支障はな

いと思っていた。 

分析 

  

本船は、八代港の海図及びＧＰＳプロッターの地図情報の装備がな

い状況下、八代港の航路を北進中、船長が、東北東方に見えたクレー

ン群を本件造船所のクレーン群だと思い込み、右転して航路を外れて

浅礁域に向けて東北東進したことから、同浅礁域に座洲したものと考

えられる。 

船長は、以前、回航目的で本件造船所から出港操船を行った経験が

あり、漠然と覚えていた１度の航行経験のみに頼って航行したことか

ら、目的地を誤認したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、八代港の海図及びＧＰＳプロッターの

地図情報の装備がない状況下、八代港の航路を北進中、船長が、東北

東方に見えたクレーン群を本件造船所のクレーン群だと思い込み、右

転して航路を外れて浅礁域に向けて東北東進したため、同浅礁域に座

洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、入港経験に乏しい場所に入港する場合、先方に入港経路

を確認し、必要な海図、水路誌及びＧＰＳプロッターの地図情報

等を入手して入港計画を立てること。 

 


